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（
農
林
水
産
委
員
会
）

農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

（
閣
法
第
八
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
土
地
、
水
、
バ
イ
オ
マ
ス
そ
の
他
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
た
め
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
資
源
が
農
山
漁
村
に
豊
富
に
存
在
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
農
山
漁
村
の
活
性
化
を
図
る
と
と
も
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
源
の

多
様
化
に
資
す
る
た
め
、
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
を
促
進
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
基
本
理
念

農
山
漁
村
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
は
、
市
町
村
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
発
電
事
業

者
、
農
林
漁
業
者
等
の
地
域
の
関
係
者
の
相
互
の
密
接
な
連
携
の
下
に
当
該
地
域
の
活
力
の
向
上
及
び
持
続
的
発
展
を
図
る

こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
促
進
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
農
林
漁
業
の
健
全
な
発

展
に
必
要
な
農
林
地
並
び
に
漁
港
及
び
そ
の
周
辺
の
水
域
の
確
保
を
図
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
農
林
漁
業
上
の
利
用
と
再
生
可

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
た
め
の
利
用
と
の
調
整
が
適
正
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
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二
、
基
本
方
針

主
務
大
臣
は
、
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
よ
る
農
山
漁

村
の
活
性
化
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う

）
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

。

三
、
基
本
計
画

市
町
村
は
、
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
当
該
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
農
林
漁
業
の
健
全
な
発
展
と
調
和
の
と
れ
た
再
生
可

（

「

」

。
）

能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
発
電
の
促
進
に
よ
る
農
山
漁
村
の
活
性
化
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画

以
下

基
本
計
画

と
い
う

を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
設
備
整
備
計
画
の
認
定

、

（

「

」

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
者
は

当
該
整
備
に
関
す
る
計
画

以
下

設
備
整
備
計
画

と
い
う

）
を
作
成
し
、
基
本
計
画
を
作
成
し
た
市
町
村
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

。

五
、
農
地
法
等
の
特
例
措
置

市
町
村
の
認
定
を
受
け
た
設
備
整
備
計
画
に
従
っ
て
行
う
事
業
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
、
森
林
法
、
漁
港
漁
場
整
備
法
等

の
法
律
に
基
づ
く
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
等
と
す
る
。
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六
、
所
有
権
移
転
等
促
進
計
画
の
作
成

、

、

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
必
要
な
土
地
の
確
保
と
併
せ
て

農
業
の
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
約
化
な
ど

周
辺
の
農
林
地
の
農
林
業
上
の
効
率
的
か
つ
総
合
的
な
利
用
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
市
町
村
が
所
有
権
移
転
等

促
進
計
画
を
定
め
、
当
該
計
画
に
定
め
ら
れ
た
農
林
地
等
の
権
利
移
転
等
を
一
括
し
て
処
理
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
と
す

る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。


